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3社会構造の変化等

人口集中 高齢化
(人口減少)

自然災害への備え

社会構造の変化や日本の国土特性等も踏まえた
ネットワークインフラの整備は今後も重要な課題

その中で、ユニバーサルサービス制度をどのように位置付けるべきか？
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通信基盤の整備は、競争による促進が第一であり、
ユニバーサルサービス制度は競争の補完的手法の一つとの認識

ユニバーサルサービス制度

僻地のエリア拡大に向けた振興策
(整備事業、補助金等)

新技術の活用(衛星等)

設備共用 等(災害時含む)

・
・
・

ネットワーク基盤整備の基本的考え方

競争での課題解決が最優先 足りない部分は他の方策でカバー
(必要な範囲に限定)

公正競争環境整備
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公正競争環境整備

電気通信事業法に基づく
競争原理の導入

NTT法に基づく
ユニバーサルサービスの確保

＋

競争促進によるメリットを享受しつつ、ユニバーサルサービス確保を企図

ユニバーサルサービス
(あまねく日本全国における提供)

ユニバーサルサービス制度の経緯①

古くは電電公社の法的独占により確保されていた敷設済み固定通信網について、
通信自由化(1985年)以降は競争原理の導入とともにNTT法にて確保
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回線あたり
収入・費用イメージ 黒字

赤字

費用

収入

損益イメージ

基本料は低廉・ほぼ一律

採算地域の競争進展
による収入の減少

競争競合
他社 黒字 赤字

ユニバーサルサービス制度の経緯②

採算地域 不採算地域

事業法にて基礎的電気通信役務を定義の上、
ユニバーサルサービス交付金制度を導入し、赤字を補填

採算地域における競争進展に伴い、
NTT東西殿のユニバーサルサービス収支が赤字になるおそれ
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出典：電気通信サービスに係る料金政策の在り方について
(電気通信サービスに係る料金政策の在り方に関する研究会：2008年10月) P.46

基礎的電気通信役務
＝「補填の対象」

不可欠性 低廉性 利用可能性

指定の3要件について

もともと基礎的電気通信役務は全国に敷設済みの固定通信網を前提とした
「補填の対象」としての定義

「不可欠性」「低廉性」「利用可能性」を要件とする従来の考え方には合理性が存在
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出典：平成20年答申 P.5

その後の見直しでも、範囲は「補填対象」とすべきか否かの視点で検討

基礎的電気通信役務の範囲について①

出典：平成17年答申 P.7

基礎的電気通信役務の範囲の検討には、
「補填対象」か否かという視点が必要
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過去、①競争による安定したサービス提供 ②補填の対象とすることが競争上不適当
を理由に、基礎的電気通信役務から「市内通話」が除外されている

基礎的電気通信役務の範囲について②

出典：平成17年答申 P.15

全国的に競争状態が実現・
安定的にサービスが供給

補填の対象とすることは
公正競争上不適当
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「国民生活に不可欠」については、過去答申からは以下のように解釈できる

NTT法に基づく解釈・運用と整合

不可欠性について

出典：H22年答申 P.9

国民生活や社会経済活動において
利用できない場合には著しく支障

出典：H22年答申 P.17

出典：H20年答申 P.6

地域・世代を問わず利用

サービスの「不可欠性」の有無については、過去経緯も踏まえて議論すべき



12ユニバーサルサービス制度とは？(当社認識のまとめ)

元々、「低廉性」「利用可能性」を満たしていた
敷設済み固定通信網の維持が目的
※事業法に「不可欠性」以外の記載がないのは上記経緯による

更に、「補てん対象」という点に着目すれば、「不可欠性」とは、
単に「誰もが利用しているもの」という意味合いでなく、
「競争の補完(基金の発動)をしてまでも、利用を確保しなけれ
ば、社会的排除につながり得るもの」という意味を含んでいると
解釈すべき



13経緯のまとめ
①基礎的電気通信役務の定義は、交付金制度と同時に導入された

(基礎的電気通信役務は、「補填対象」を規定するために設けられた定義)
②基礎的電気通信役務の範囲は、「補填対象」とすべきか否かで決められた
③競争進展・補填不要と判断された役務は、基礎的電気通信役務から除外された
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基本的には地域間格差の解消に限定

対象の拡大には国民合意
が不可欠

出典：第一次答申 P.51

制度の趣旨を踏まえれば、競争への影響や負担金の最小化の観点から、
基礎的電気通信役務の範囲は可能な限り限定すべき

制度の対象範囲(利用者間格差への対応等)

黒字 赤字

採算地域 不採算地域

競争競合他社

採算地域の競争進展に伴い
地理的弱者(不採算地域)を救済

補填
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現行指定サービスはその役割に照らし、変更する必要はない認識

加入電話は
通信の完結に重要な役割

出典：平成20年答申 P.6

光IP電話

加入電話

携帯電話

社会的役割の重要性に鑑みて必要
(当面、特に着信先として)

 役所
 企業
 病院
 宿泊施設
 飲食店 ・・・

0AB-J番号・位置固定利用

加入電話

現行の指定範囲について
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地域電気通信業務への支障を避けるべく
無線活用範囲の限定・条件の明確化

他社回線活用時のオープンなルール化

出典：第3回 特別委員会 資料3-5 ネットワークビジョンを見据えた基盤整備の在り方について(総務省：2018年12月4日) P.20

多様な技術を用いた固定電話の提供について
本来はNTT東西殿の自社設備にて提供されるべきだが、
効率性確保のための一部区間の無線活用は考えられる

【検討が必要な事項】

NTT法・事業法で期待される役割(公正競争要件確保等)に反さない範囲にとどめるべき
※NTT法の改正は必要最小限とすべき
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過去、指定の3要件と照らし合わせ、指定見送り

利用可能性：
利用できない居住エリア有

低廉性 ：
加入電話が相対的には廉価

不可欠性 ：
特定世代の低利用率等

携帯電話の扱いについて(3要件との比較)

出典：平成20年答申 P.6

70歳代の27.5%、
80歳以上の60.3%が

モバイル端末を保有していない

最新の通信利用動向調査でも、
特定世代の低利用率が示されている
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カバレッジは顧客獲得に影響
競争を通じてエリア拡大を実施

現時点で補填対象とする必要がない
(ユニバーサルサービスコストが増加し、補てんにより却って競争を歪める)

携帯電話の扱いについて(その他の課題①)

携帯電話は競争を通じて、エリア拡大・維持がなされている
※一部共用スキームを用いた基盤整備も存在

競争による拡大が困難な地域は
共用スキームを既に運用

(トンネル・地下街等)

出典：公益社団法人移動通信基盤整備協会ウェブサイト
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加入電話 公衆電話

戸外での最低限の通信手段として
公衆電話を指定

※500m四方または1km四方に概ね1台

必要な場所における必要なサービスは確保済みのため、範囲の拡大は不要

生活の拠点
(自宅・企業等)

戸外

災害時等の優先電話としての特性
加入契約・基本料不要を評価

出典：平成20年答申 P.8

携帯電話の扱いについて(その他の課題②)

ユニバーサルサービスとしてモビリティ(どこでも利用可能)の確保までは不要と想定され、
それ以外については指定済の加入電話と公衆電話でカバーできている認識
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前頁までの事項に加え、下記の課題や懸念事項が存在することも踏まえ、
携帯電話に対するユニバーサルサービスの指定や指定に基づく追加的義務は不要

携帯電話の扱いについて(その他の課題③)

【電波性質】 【料金設定上の制約】

安定的提供が
固定に比べて困難な面が存在

料金設定の裁量に制約の懸念
(法人向け相対提供不可等)



22【参考】EUでの携帯電話の扱いについて

検討対象 評価 結論

#1
2005年

携帯電話(2G)
• 98~100%の人口カバー率
• 低廉な料金を「高度に競争的な小売市場」により保障

非対象を
継続

#2
2008年

携帯電話(2G)
• EU27カ国で普及率112%
• 加入者の60%が低廉なプリペイドサービス利用
• 加入電話月額使用料より低廉な、低利用(音声・SMS)サービス

#3
2011年

移動通信
• 取引拡大(EU人口の124%超)、価格低下(前回レビューより30%

減少)により広範な利用可能性と排除リスクがないことを確認
• 移動通信は競争市場で提供を継続

#4
2014年

携帯
ブロードバンド

• 技術の進展により、固定・移動の融合・代替に
• 固定の場所へのユニバ義務の提供をサポートする

#5
2017年

携帯
ブロードバンド

• EU加盟国30カ国で依然として固定通信を対象
• EU加盟国間で、携帯ブロードバンド料金に大きな差異なし

出典：” Review of the scope of universal service”
“BEREC update survey on the implementation and application of the universal service provisions –a synthesis of the results”

EUのユニバーサルサービス指令(2002年発効)では、5度の見直し検討も、
携帯電話(モビリティ)は非対象



232030年以降に向けて
社会環境変化により通信サービスへの期待や役割も変化

(より高度なネットワークが求められる)

出典：内閣府ウェブサイト 出典：デジタル・ガバメント実行計画
(デジタル・ガバメント閣僚会議決定：2018/7/20) P.6

Society 5.0 デジタル・ガバメント

他方、ユニバーサルサービスの視点において
どのようなサービスをどこまで保証すべきかは慎重な議論が必要

住居・戸外(その範囲)音声(電話)・データ(メール、
Web)・IoTサービス等
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ブロードバンドの有無が情報格差につながり得るため、
将来的には不可欠となり得る

即時性を有するコミュニケーション手段
緊急通報 情報へのアクセス手段

行政手続等
▼

情報格差による社会的排除を回避

従来 今後

将来のユニバーサルサービスの在り方①
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コアネットワーク

アクセス網
(NTT東西殿の光アクセス等)

コアネットワーク

コアネットワーク

加入電話

携帯電話(音声)

光IP電話

携帯電話(データ)

ブロードバンド

全ての国民に保障が必要な部分
(競争中立性や負担金最小化等に配慮し、ユニバーサルアクセスの概念を整理)

IoT

・・・

将来のユニバーサルサービスの在り方②

市場の競争状況、ユーザニーズや地域事情の多様化等を踏まえると、
本質的に保障すべきはアクセスで、その為に基幹的なアクセス部分の確保が必要

ユニバーサルアクセスの概念の検討の必要性
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27まとめ
基盤整備は競争促進が第一で

競争で解決できない部分に補完手段を検討
(ユニバーサルサービス制度は手段のひとつ)

基礎的電気通信役務の範囲は、
制度の経緯・趣旨から「補てん要否」という観点が必須

(補てん要否は競争面、国民負担最小化等の側面に照らして判断)

多様な技術を用いた固定電話の提供については、
NTTグループに係る公正競争要件に影響を与えないことが必要

将来的にユニバーサルアクセスの保障が必要となる可能性高
(短期的な議論とは分けて、サービスベースの規律との関係性等、丁寧に議論すべき)

携帯電話のユニバーサルサービス指定は不適
(仮に制度の趣旨・位置づけ等、変更した上での指定の是非を検討する場合、

規制内容含め見直し要。ただし、⑤とセットで、中長期を見据えた慎重な議論が必要)

①

②

③

⑤

④
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Appendix
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略語 文書名

平成22年答申 ブロードバンドサービスが全国に普及するまでの移行期におけるユニバーサルサービス制度の在り方
(情報通信審議会：2010/12/14)

平成20年答申 ユニバーサルサービス制度の在り方について
(情報通信審議会：2008/12/16)

平成17年答申 ユニバーサルサービス基金制度の在り方
(情報通信審議会：2005/10/25)

最終答申 IT革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方についての最終答申
(情報通信審議会：2002/8/7)

第二次答申 「IT革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方について」の第二次答申
(電気通信審議会：2002/2/13)

第一次答申 「IT革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方について」の第一次答申
(電気通信審議会：2000/12/21)

本資料内での略語の対照
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